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研究成果の概要（和文）：1980 年代前半、日本において汚染された血液製剤が治療に使用され
たことで、血友病患者などを中心に HIVに感染してしまうという事件が起こった。「薬害エイズ」
である。本研究は、その「薬害エイズ」に係わった患者やその家族、そして血漿分画事業者に
対し調査をおこないつつ、1980年代当時の血液事業のありようを捉えることで、そうした人た
ちの多様な「リアリティ（経験）」と血液事業の矛盾を明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to examine the experiences of the 
hemophiliacs, their families and the plasma fractionators involved in the ‘HIV 
contaminated blood incident’ in Japan in 1980s', and to specify the blood system. Our 
findings are twofold. First, the involved interpreted the ‘incident’ from their 
viewpoints. Second, the blood system was confronted with some role conflicts: ‘safety’ 
vs. ‘stable supply’, and ‘donation’ vs. ‘safety’. 
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１．研究開始当初の背景 

1980年代前半、汚染された非加熱製剤（凝
固因子製剤）が治療に使用されたことにより、
HIV に感染してしまうという被害―痛ましい
「薬害」―が起こった。いわゆる「薬害エイ
ズ」である。HIV 感染を主に被ったのは、非
加熱製剤を治療薬としていた血友病患者で
あった。HIVを不活化させた凝固因子製剤（加
熱製剤）に切り替えられるまでの間に、血友
病患者の約 4割（1500 人を超える）が HIVに

感染してしまった。 
私たちは、この「汚染された非加熱製剤に

よる HIV 感染問題」に対し調査チームを立ち
上げ、医師や血友病患者（感染被害者）など
を調査し、それぞれの「リアリティ」を明ら
かにしてきた。しかしながら、調査してこな
かった「当事者」―例えば血液事業者など―
がいた。そうした人々についても調査し、「汚
染された非加熱製剤による HIV感染問題」に
ついてどのような「リアリティ」を持ってい
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るのかを明らかにする必要性があるのでは
ないかと考えた。 
 

２．研究の目的 

本研究は、医師・血友病患者（感染被害者）
などに対するこれまでの調査に加えて、血液
事業者（日本赤十字社や製薬企業）などに聞
き取り調査・関連資料収集の範囲を広げ、「汚
染された非加熱製剤による HIV感染問題」の
サイドストーリー、もしくはもう一つの声、
すなわち、本研究のサブタイトルにあるよう
に「『薬害 HIV』の多声的記述」をおこなうこ
とを目的とする。また、あわせて「汚染され
た非加熱製剤による HIV感染問題」を日本の
血液事業の歴史の文脈において考察してい
くことも目的とする。 
 

３．研究の方法 

本研究は、第一に血友病患者（感染被害者）
および家族にとっての「薬害 HIV」―医師に
対しての思いを含む―を考察するために、既
存トランスクリプトの検討と継続・補完調査
をおこなう。第二に、これまで調査対象に含
まれていなかった血液事業者などのへの聞
き取り調査・関連資料収集・分析をおこなう
（とくに、当時に「あたりまえ」とされてい
た枠組みや規範意識、血液の安全性がどのよ
うに保障されていたのかといった観点から、
聞き取りをおこない、分析している）。 
また、本研究では、インタビューにおける

対象者と聞き手との相互産出を強調する「ラ
イフストーリー・インタビュー」の手法によ
り、当事者たちの生活史・人生史を聞き取っ
ている。とくに第一の血友病患者（感染被害
者）および家族にとっての「薬害 HIV」への
思いについては、個々の生活史・人生史を比
較対照したり、分類することにより、ステレ
オタイプ化された医師・感染被害者像を相対
化する必要もある。ここでは、HIV感染とそ
の告知など、人生史上の「転機」を分析の基
軸とし、「薬害 HIV」をどのようなライフイ
ベントとして経験し、どのように受け止めた
のかを横断的に考察することで、より多声的
記述に近づけようとしている。 
 
４．研究成果 
（1）研究成果は大きく二つある。一つは、
血友病患者（感染被害者）やその家族におけ
る「汚染された非加熱製剤による HIV感染問
題」についてのリアリティを明らかにするこ
とができた。第二に、「汚染された非加熱製
剤による HIV感染問題」が起こっていた時期
の日本の血液事業のありようや、いわゆる
「薬害エイズ」裁判では、安全な血液製剤と
語られていた「クリオ製剤」についても考察
をおこない、新たな知見を示すことができた。
以下、それぞれについて、もう少し詳細に述

べることにする〔冊子版の報告書（総頁 352
頁）には 8 つの論文が収録され、以下の（2）
の①～④、（3）の①～④はその要旨である
（より詳しく知りたければ、冊子版報告書
（2013）を参照のこと）〕。 
 

（2）血友病患者（感染被害者）やその家族
のリアリティについて 
 
①「医師を信じるということ―患者と家族は
不確実性をどのように経験したか―」（松原
千恵による分析） 
本研究では、輸入血液凝固因子製剤による

HIV 感染問題を経験してきた血友病患者と家
族の語りを、不確実性の経験に着目しながら
辿ることによって、患者・家族と医師との信
頼関係のありようの変化を患者・家族の視点
から整理・考察した。それによって、HIV 感
染問題が過去の出来事ではなく現在まで尾
を引く課題であり、再構成され続けているも
のであることが明らかとなった。患者・家族
の語りにおいては、情報が少なく偏った、80
年代以降の不確実な状況下で、患者・家族が
さまざまな不安や危機感に直面し、その解決
の道を模索していたことが示されている。そ
れらは大きく分けて、AIDS についての報道を
契機に感じた、未知の脅威に対する不安、HIV
に感染しているのではないかという疑念、そ
して治療の道筋が見えない中で感染・非感染
を伝えられ孤立していくことへの危機感と
いったものである。患者・家族はそれまでの
血友病治療の中で築いてきた医師との関係
を土台に、状況を把握し、見通しを立てよう
としてきた。そしてそれぞれのタイミングで、
患者・家族の不安の訴えが診療の場でそれぞ
れどのように扱われ、そしてそれを患者・家
族がどのように受け止めたかによって、医師
に対する評価もその都度再構成されている。
とくに注目したいのは、患者・家族からの不
安や危機感の訴えに対する医師の言葉とし
て頻繁に登場する、「大丈夫」というフレー
ズである。それは、当時の医師と患者・家族
との間の信頼関係と、ウイルス感染に対する
危機認識を推察するうえで、非常に重要であ
る。HIV 感染問題の経験は、医療がそもそも
不確実性から切り離せないものであること
をあらためて痛感させる。患者・家族の反省
的な語りは、こうした不確実性を承知したう
えで、いかなる形で医師を、病院を、医療を
信じることができるのか、という切迫した問
いを、今を生きるわたしたちに投げかけてい
る。 
 

②「訴訟運動参加プロセスの再検討による
『薬害 HIV』の多声的記述」（本郷正武によ
る分析） 
本研究では、HIVが混入した輸入血液凝固



因子製剤により HIV感染した血友病患者が政
府と製薬企業を相手取った訴訟運動（1986〜
1996年）に参加するプロセスを見ていき、「薬
害」概念が訴訟により構築されていく要件を
検討した。血液凝固因子製剤により HIV感染
した事実のみで「薬害 HIV」は成立しない。
「輸入血液製剤による HIV感染問題調査研究
委員会」（2001年 9 月〜2010 年 3 月）による
感染被害者や医師へのインタビュー調査デ
ータから、原疾患である血友病、血液凝固因
子製剤により重複感染していた B・C型肝炎
との重要度の比較から HIV/AIDS の問題を認
識し、さらに憤りや義憤を超えて、亡くなっ
ていった仲間たちに対する使命や弔いの感
情をもつようになるプロセスを明らかにし
た。こんにち、政府は「薬害教育」を強く推
進しているが、「薬害」問題を開示する社会
運動の生起を説明するためには、従来の社会
運動論の動員論、行為論とは異なる、「なぜ
医薬品をめぐり「薬害」として問題化するこ
とが頻発するようになったのか」という問い
立てが不可欠である。本稿はこの社会運動の
「質」を説明する「第三のアプローチ」によ
り、「薬害」概念を再検討するための枠組み
を提示した。 

 
③「患者・家族‐医師の『関係』と社会的・
歴史的文脈―血友病治療体制の状況とその
推移に着目して―」（南山浩二による分析） 
本研究では、ある県における血友病治療体

制の状況とその歴史的推移に着目し、こうし
たローカルな社会的・歴史的文脈と患者・家
族―医師の関係のあり様との関連について、
患者・家族の会であるＯＴ会の歴代会長３人
の語りに基づきながら検討した。その結果、
以下のようなことが明らかとなった。昭和 52
年Ｈｏ病院が開設され、血友病専門医である
Ａｄ医師が招聘されるまで、この県はながら
く血友病専門医不在の状況にあった。県や関
係者への陳情活動に奔走した２代目会長Ｋ
ｆさんにしてみれば、Ａｄ医師の招聘は、医
療費補助制度の獲得とともに、ＯＴ会の運動
の大きな成果のひとつであった。そして、３
代目会長Ｌｆさんにとって、「薬害エイズ」
の渦中にあっても、引き続き、Ｈｏ病院やＡ
ｄ医師との関係を維持していくということ
は、ＯＴ会としての当然の目標と位置付いて
いたのである。なぜなら、隣県の他の病院に
比べても、包括医療や家庭療法の促進など、
Ｈｏ病院やＡｄ医師の取り組みが充実して
おり、この地の患者・家族は「恵まれている」
と考えていたからである。また、この地の他
の病院での患者への対応にも強い不信感を
抱いていたのであり、こうした、他の地域、
あるいは、同地域の他の病院との比較検討の
中で、Ｈｏ病院・Ａｄ医師との関係を壊した
くないという思いは、必然的な結果であった

とも考えられるのである。以上のようなこと
から、この地域の血友病治療体制の有り様と
その推移は、ＯＴ会の活動方針というフィル
ターを通じて、「薬害エイズ」期における患
者・家族とＨｏ病院・Ａｄ医師との関係に少
なからず影響した社会的・歴史的文脈であっ
たと考えられた。他方、歴代会長の語りから
示されたＨｏ病院・Ａｄ医師との関係の維持
という選択は、あくまでも、会の方針や会長
個人の経験として位置付くものであり、即座
に他の会員である個々の患者・家族とＡｄ医
師との関係性をも表象するものではないこ
とが考えられた。「恵まれている」「うまくい
っている」という評価は、他地域や同地域内
での比較という水準においては、「正しい」
としても、こうした同定によって充分にくみ
尽くすことができないであろう＜語られな
い物語＞の存在可能性について留意する必
要性も指摘された。 
 

④「『保因者』である女性たちの現実―血友
病の『保因者』女性への聞き取り調査の意義
と課題―」（中塚朋子・松原千恵による分析） 
本研究では、血友病の「保因者（carrier）」

の女性たち（3名）に対し、聞き取り調査を
おこなった。聞き取り調査から、女性たちの
経験のありようや出来事についての受け止
め方は、じつに多様であることが見えてきた
（本研究において、個々の経験の安易な一般
化や比較検討は避け、今後継続してく調査の
ための基礎資料として提示している）。 
 血友病は、X連鎖性（伴性）劣性遺伝とい
う遺伝形式をとる「遺伝性疾患」である。血
友病の症状を引き起こす遺伝子は、性染色体
である X 染色体上にあるため、女性を通して
伝達し、隔世的に男性に発症する。遺伝的形
質を保因している者を医学的に「保因者」と
呼ぶが、血友病の場合、保因者となるのは女
性である。 
 通常、「薬害 HIV 感染問題」という文脈下
では、血友病患者を中心に据えて問題状況が
検討される。そのため、血友病患者を家族に
持つ女性たちは、患者にとっての「重要な他
者」として位置づけられる一方で、「語り手」
としての優先度は低い存在とされてきた。こ
れまで周縁的な存在として取り上げられて
きた「女性たちの現実」への着目は、研究課
題の位相を変化させるひとつの試みとなる。
新たな切り口として彼女たちの経験に焦点
を当てることにより、昨今の血友病治療の現
状や課題、血友病を取り巻く社会生活や人間
関係の実情を明らかにすることが求められ
る。現に、「薬害 HIV感染問題」への対応が
落ち着きを見せつつあるなか、血友病患者の
母親、姉妹、娘など、「保因者」女性に対す
るケアやサポートへの関心が高まってきて
いる。 



 とりわけ、血友病は「遺伝性疾患」である
ということから、結婚・妊娠・出産・育児な
どの「性や生殖に関わる再生産活動
（reproduction）」を中心に、「保因者」の女
性たちがライフコース上の出来事の見通し
や選択に影響を受けるケースも少なくない。
今後の課題として、血友病に関わる「女性た
ちの現実」を検討するなかで、経験の共有や
課題の提示を行う一方で、「遺伝性疾患」が
「性や生殖に関わる再生産活動」に与える影
響について知見を提示した。 
 
（3）日本の血液事業および血液製剤（クリ
オ製剤を中心に）について 
 
①「血液事業における社会学的アンビバレン
ス―1970 年代末から 1980 年代半ばの日本赤
十字の場合―」（種田博之による分析） 

1980 年代前半、「薬害エイズ」―汚染され
た血液製剤を輸注されたことによる HIV感染
被害―が起こった。血液製剤をつくるために
は、血液が必要である。その血液を集め、血
液製剤へと加工し、そしてそれを医療機関に
供給するということを、「血液事業」と呼ぶ。
つまり、「薬害エイズ」とは血液事業の失敗
でもあった。本研究では、「薬害エイズ」以
前の 1970年代後半からまさに「薬害エイズ」
が起こっていた 1980 年代前半にかけて、日
本の血液事業がどのように取り組まれてい
たのかを、あるいは日本の血液事業において
主要な役割を担っていた（る）日本赤十字が
どのように事業を遂行していたのかを、明ら
かにした。 
日本の血液事業は、1960年代の半ば以降、

「善意の必要性」、「安全性」、「倫理性」、そ
して「安定供給」の 4つを規範とし、遂行さ
れてきた。 

1980 年代前半、エイズが現れ、「安全性」
に視線が注がれた。しかしながら、エイズは
不確実でもあった。エイズのリスクを回避す
るため、需要があまりなかった安全とされた
製剤（クリオ製剤）の製造に血液（献血）を
回すと、需要が多かった他の製剤（新鮮凍結
血漿）の供給に穴を開けてしまったり（血液
製剤の製造において、クリオ製剤と新鮮凍結
血漿とはトレードオフの関係にある、すなわ
ち、どちらか一方しか製造できない）、善意
によって提供された血液（献血）を無駄にし
てしまう可能性があった。「安全性」対「安
定供給」と「安全性」対「善意の必要性」と
いう社会学的アンビバレンスに直面するこ
とになったのである。そうしたなか、需要が
多かった製剤を安定供給するということは、
治療に役立ち献血者の善意にもかなってい
る（需要がない製剤をつくることによる献血
の無駄使いは献血者の善意をないがしろに
する）とされ、「安全性」よりも、「安定供給」

と「善意の必要性」が選択された。こうして、
結果として、日本の血液事業はエイズ対策に
失敗するにいたったのである。 
 
②「薬害エイズ事件におけるクリオ転換と今
後の血友病治療」（日笠聡による分析） 
薬害エイズ事件におけるクリオ転換と今

後の血友病治療薬害エイズ事件では、非加熱
濃縮凝固因子製剤（非加熱製剤）による HIV
感染のリスクが次第に明らかになる過程で、
当時の血友病の主たる治療薬をクリオプレ
シピテート製剤（クリオ製剤）に転換すれば、
一部の症例は感染を防ぐことが可能であっ
たとされている。当時クリオ製剤への転換を
考えるのであれば、その第一選択は乾燥クリ
オであったが、乾燥クリオを製造していたミ
ドリ十字、日本製薬は原料血漿の確保が困難
であったと考えられ、逆に原料血漿を確保で
きる可能性のあった日本赤十字社は乾燥ク
リオを作る技術や設備がなかった。従って、
国や専門医が公式にクリオ転換の「勧告」を
出すことは困難であったと考えられる。しか
し、クリオ転換を考慮に入れるような情報を
広く周知していれば、個々の臨床現場でクリ
オ製剤に転換できた症例はもう少し増えた
かもしれない。 
翻って現在、海外の新規薬剤が多数臨床試

験中で、これらが承認されば現在使用されて
いる薬剤に代わって治療の主体になると思
われる。海外の新規薬剤が治療の主流となっ
た後、これらに何らかのリスクが明らかにな
れば、薬害エイズ事件と同様の状況が再現さ
れると考えられる。リスク分散のためには、
国産製剤の製造体制の維持は当面必要と考
えられる。そして、国産化率の向上のためも、
より魅力的な遺伝子組み換え製剤の国内開
発が望まれている。 
 
③「日本赤十字血漿分画センター前史概略―
北海道における血液事業の文脈から―」（蘭
由岐子による分析） 
日本赤十字血漿分画センターの前史につ

いて、北海道の血液事業との関係において把
握することを、本研究では目指した。同時に、
聞き取りで得られた、分画センター初代所長
浜中栄一に関する語りを理解するための補
助線も提供する。北海道衛生部薬務課の「医
薬品指導研究工場輸血用血液製造部」からは
じまった北海道の血液事業は、北海道立血液
銀行を経て日本赤十字北海道血液銀行（のち
の血液センター）に展開した。道立血液銀行
の浜中と日赤北海道支部の小松金之助のア
イデアによる「奉仕献血方式」と呼ばれる独
自の協力体制が道立血液銀行の日赤移管の
契機となった。日赤北海道血液センターは、
技術的な側面においても献血推進の点でも
全国に先駆けた取り組みをして数々の「北海



道方式」を作り出し、軌道にのせ、全国の体
制に影響を与えた。組織的にも独自の体制を
とり、日本の血液事業においてきわめて重要
な位置を占めていた。日赤血漿分画センター
は、日赤の研究部門としての中央血液銀行分
画室にルーツをもつだけではなく、むしろ、
北海道血液センターにルーツをもつのであ
る。これらの過程の要にいたのが、血液事業
の「現場」にいて、その自主独立と独自の展
開を推進してきた浜中栄一であった。彼の
「精神」は、分画センター初期の職員たちに
受け継がれていた 
 
④「日本赤十字社における血漿分画事業の草
創期の光と影」（山田富秋による分析） 
旧日本赤十字血漿分画センターの設立当

初から、新法人として再スタートした現在ま
で、長年分画製剤の製造現場に勤続している
ＦＧさんの経験の語りを通して、日本赤十字
社が血漿分画事業に乗り出した時の状況を
描き出した。それは一方では献血の有効利用
という当時の社会的要請に答えるという、日
本赤十字社固有の使命感に支えられた明る
い希望に満ちた状況でありながら、同時に初
めて本格的な分画事業に参入するという試
行錯誤を伴った困難な状況でもあった。すな
わち、献血事業が軌道に乗った時、日赤の直
面した大きな問題は、新鮮凍結血漿（FFP）
の需要が大きい中で、余剰の赤血球成分製剤
を民間企業に譲渡するか、処分するかという
問題である。しかし日赤献血事業のバックボ
ーンとして、献血によって供された血液は、
善意の血液として一種の聖性を帯びたもの
であるという認識が強く、献血血液を処分し
たり、売買の対象として扱うことは日赤内部
でも外部でも非難の対象となった。この解決
策として、日赤自身が余剰血液を原料とした
血漿分画を行う決断をし、千歳に血漿分画セ
ンターを建てることになった。それは民間に
遅れて血漿分画事業に本格的に参入するこ
とを意味し、ほとんどゼロからスタートする
ことを意味した。確かに、分画事業に取り組
む熱意と使命感にあふれた人々が千歳に結
集したが、初めての試みに苦労が絶えなかっ
たことがインタビューから明らかになった。 
 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
 
〔雑誌論文〕（計 3 件） 
①本郷正武、「訴訟運動参加プロセスにみる
「薬害 HIV」概念の再検討」、『社会学年報』、
査読有、42（現在印刷中：7月刊行予定）、2013 
 
②本郷正武、「『良心的支持者』としての社

会運動参加―薬害 HIV 感染被害者が非当事
者として振る舞う利点とその問題状況―」、
『社会学評論』、査読有、62（1）、2011、69
‐84頁 
 
③種田博之、「分析結果を公表することの困
難―『汚染された輸入非加熱製剤による HIV
感染問題』調査を事例として―」、『社会と調
査』、査読無、6、2011、5‐11頁 

 

〔学会発表〕（計 11件） 
①本郷正武、「『社会学的想像力』からみる
血液事業―WFH2012 パリ大会報告―」、シン
ポジウム「血友病治療製剤の現在と将来―血
液事業の今後と新規血友病治療製剤につい
て―」（主催：特定非営利活動法人ネットワ
ーク医療と人権）、2013年 2 月 23日、新宿オ
ークタワー会議室 Room1（東京都） 
 
②種田博之、「1980 年代半ばにおける日本赤
十字のジレンマ」、第 85回日本社会学会大会、
2012年 11月 3日、札幌学院大学（江別市） 
 
③種田博之、「『薬害エイズ』事件の加害
‐被害構図の脱構築」、日本解放社会学会
第28回大会、2012年9月1日、松山大学（松
山市） 
 
〔図書〕（計 5件） 
①種田博之編、産業医科大学人間関係論教室、
平成 22～24 年度科学研究費補助金（基盤研
究（B））研究成果報告書「『血液の安全性』
の社会学的研究―『薬害 HIV』の多声的記述
―」（課題番号：22330165）、2013、352頁 
 
②山田富秋、せりか書房、『フィールドワー
クのアポリア』、2011、333 頁 
 
６．研究組織 
(1)研究代表者 

 種田 博之（TANEDA HIROYUKI） 

産業医科大学・医学部・講師 

 研究者番号：80330976 

  

(2)研究分担者 

 蘭 由岐子（ARARAGI YUKIKO） 

 追手門学院大学・社会学部・教授 

 研究者番号：50268827 

 

寺山 範子（TERAYAMA NORIKO） 

東海大学・健康科学部・准教授 

研究者番号：60336469 

 

中塚 朋子（NAKATSUKA TOMOKO） 

奈良女子大学・大学院人間文化研究科・博

士研究員 



研究者番号：50457131 

 

日笠 聡（HIGASA SATOSHI） 

兵庫医科大学・医学部・講師 

研究者番号：10289077 

 

本郷 正武（HONGO MASATAKE） 

和歌山県立医科大学・医学部・講師 

研究者番号：40451497 

 

南山 浩二（MINAMIYAMA KOJI） 

静岡大学・人文社会科学部・教授 

研究者番号：60293586 

 

山田 富秋（YAMADA TOMIAKI） 
 松山大学・人文学部・教授 

 研究者番号：30166722 

 
(3)研究協力者 

花井 十伍（HANAI JUGO） 
特定非営利活動法人ネットワーク医療と
人権 
 
松原 千恵（MATSUBARA CHIE） 
 
森戸 克則（MORITO KATSUNORI） 
大阪 HIV 訴訟原告団理事・むさしの会会長 
 
若生 治友（WAKO HARUTOMO） 
特定非営利活動法人ネットワーク医療と
人権 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


